
国指定史跡名越切通保存管理計画策定委員会の設置及び運営に関する要綱

（ 趣旨）

第 条 こ の要綱は、 国指定史跡名越切通（ 以下「 名越切通」 と いう 。） の 子市内指定地の適正

な保存管理及び公開活用に向けた指針と なる 国指定史跡名越切通保存管理計画（ 以下「 保

存管理計画」 と いう 。） を 策定する ため、 国指定史跡名越切通保存管理計画策定委員会

（ 以下「 委員会」 と いう 。） を設置し 、 その運営について必要な事項を定める 。

（ 所掌事項）

第 条 委員会は、 保存管理計画の策定のため、 名越切通の保存管理、 公開活用その他について調

査及び研究し 、 その結果を教育長に報告する 。

（ 組織）

第 条 委員会は、 委員 名以内をも って組織する 。

（ 委員）

第 条 委員は、 次の各号に掲げる 者のう ちから 、 教育長が委嘱し 、 ま たは任命する 。

（ ） 知識経験者

（ ） 子市文化財保護委員

（ ） 名越切通に隣接する 地域に居住する 市民

（ ） 市職員

（ 委員長及び副委員長）

第 条 委員会に委員長及び副委員長を置き 、 委員の互選によ り 定める 。

委員長は、 会務を総理し 、 委員会を代表する 。

副委員長は、 委員長を補佐し 、 委員長に事故がある と き は、 その任務を代理する 。

（ 会議）

第 条 委員会の会議は、 委員長が招集し 、 その議長と なる 。

委員会の会議は、 委員の過半数の出席がなければ開く こ と ができ ない。

（ 協力の要請）

第 条 委員長は、 必要がある と 認める と き は、 次の各号に掲げる 者を委員会に招致し 、 資料の提

出、 意見の開陳、 説明その他必要な協力を求める こ と ができ る 。

（ ） 文化庁記念物課調査官

（ ） 神奈川県文化財保護行政担当者

（ ） 神奈川県横須賀土木事務所担当者

（ ） 鎌倉市文化財保護行政担当者

（ ） 保存管理計画の策定に必要な技術、 知識などを有する 者



（ 庶務）

第 条 委員会の庶務は、 生涯学習課において処理する 。

（ 委任）

第 条 こ の要綱に定める も ののほか、委員会の運営について必要な事項は、教育長が別に定める 。

附 則

（ 施行期日）

こ の要綱は、 平成 年 月 日から 施行する 。

（ 招集の特例）

委員会の最初の会議は、第 条第 項又は第 条の規定にかかわら ず、教育長が招集又は招致する 。

（ 要綱の失効）

こ の要綱は、 委員長が所掌事務の処理を完了し た日限り でその効力を失う 。
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